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品   目 税率 備   考 

8% 10% 

飲食料品（氷も含む） ◎   酒類は 10％（冷却用の氷は 10％保冷材も） 

出前・配達の飲食料品（蕎麦など） ◎   酒類は 10％、ケータリング・出張料理は 10％ 

ノンアルコールビール・甘酒 ◎   酒ではなく普通の清涼飲料 

みりん・料理酒   ◎ 但しみりん風味は 8％（アルコール 1％以下） 

イートインコーナー等 

店内で食べる目的で買う飲食料品 

  ◎ 外食扱い（持ち帰りますと言って店内で食べれば 

どうなる？それはあなたの良心にお任せです） 

 

外 食 

  ◎ 外食は贅沢と見なされるが外食は極一般的で 

サラリーマンの昼食は殆どが外食、我々も外食は

当たり前、家で食べるだけが軽減税率は疑問 

 

最近流行の健康ドリンク（注意が必要） 

◎   下段に具体例を書きますが「トクホ」と呼ばれる 

特定保健用食品も軽減されます。医療品、医療部

外品は軽減されません。注意が必要 

オロナミンＣ ◎   食料品扱い清涼飲料（同様な商品多数あります） 

リポビタンＤ・ユンケル・アリナミン・

チオビタドリンク等 

  ◎ 医療部外品と言い、飲食料品ではない 

医療費（’健康保険適用） × × 保険適用の医療費は無税であるが 

医療費改訂で高くなることが有ります 

医療費（自由診療）   ◎ 金歯・医療相談・先進治療・美容整形等 

予防注射（インフルエンザなど） 
 

◎ 健康保険が効かない自由診療 

薬屋で買う薬   ◎ 医者が与える薬は対象外、消費税は掛かりません 

健康診断   ◎ 健康保険が効かない自由診療扱い我々は市が負担 

定期購入新聞（配達してくれる新聞） ◎     

駅で買う新聞   ◎ 同じ新聞でも税額が異なります 

 

 

 

 

 

片瀬地区ふれあい祭りに今年も湘南御行会は協力します。 

１０月 26（土）～27日（日）恒例の片瀬ふれあい祭りが開催されます。湘南御行会は例年どおり、 

しおさいセンターで「赤飯」及び「ピリ辛こんにゃく」の販売です。好天を期待し、当日は役員一同が 

売り子に徹し大いに売りまくりますよ！皆様、お越しください。 

令和元年 10月 10日 212号 

 消費税 10％時代になりました 

消費税が 8％から 10％になりました。今迄の改訂と違う点は軽減税率が採用されました。この軽減税率、

食料品主体に一部の生活必需品がその対象となり低所得者の出費負担の軽減が目的との事ですが、分かり

難く不公平感を感じる仕組みです。食料品への軽減、例えば高収入者の毎月の食費が 15 万円の場合、年

間 3 万 6 千円の軽減になります。低所得者岩田の月毎の食費が 2 万円の場合、年間軽減額は 4800 円で

す。確かに岩田にもメリットは有りますが高所得者の方が金額は多くなります。まあ問題点も色々ありそ

うですが。決まった事ですから私たちは賢く受け入れて対応しましょう。下の表は我々が生活の上で購入

している商品の中で軽減税率が適用されるかされないかの一覧の一部です、参考にして下さい。岩田記 

 

 

 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=539166&sw=%E7%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%8614
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今後の主な行事予定 

◎１０月 16日 (水)片老連定例役員会 

◎１０月 17日（木）御行会役員会 

◎1０月 24日(木)市老連グランドゴルフ大会 

◎１０月２6～２7日 片瀬ふれあい祭り 

◎１０月 29〜11月 3日 

市老連趣味展小田急デパート 6階 

◎１０月２9日(火) 片老連会長研修会 

◎１1月 12日(火)１３時パソコン・スマホ教室 

年賀状作成が始まります しおさい工芸室 

◎１１月 26日（火）御行会誕生会 

 

編集後記 

昨年の今頃、今年はサンマが豊漁と書きましたが一転

今年は不漁を嘆く声が！やせ衰えた貧相で高価なサン

マは魅力が有りません。庶民のちいさい贅沢、なんと

か堪能したいですね 

鬼が笑うかも知れませんが来年の新年会 1月 21日

（火）ニュー向洋で開催です。関口さん所属バンドの

生演奏鑑賞に加えて、生演奏で我々も歌う計画です、

何時もの誕生会ではシンセサイザーの演奏で歌います

が今回は生バンドです。お楽しみに 岩田 

  １１月誕生会お知らせ 

1. 開催日：１１月２6日（火）13時半から   2、場所：しおさい工芸室 

3イベント⇒映像で紹介湘南御行会の活動状況     誕生会参加希望者は担当役員に連絡願います 

 

世の中色々変わります。付いていきましょう 

消費税が改訂になったと同時に国はキャッシュレス支払いを奨励し、現金払いではなくカード払い等 

キャッシュレス決済を行った利用者に、決済額に応じたポイントを還元する政策がとられています。 

期間は来年 6 月までの 9 か月間で、還元率は中小店舗が 5%、フランチャイズ傘下の大手コンビニチ

ェーンや飲食チェーンは 2%の還元。詳しいことは省略しますが対象購入先は大型店舗（デパート、大

きな旅行会社。大きなホテル旅館等）は対象外で中小店舗に限られます。身近に該当するお店が何処に

有るかの見つけ方法は後ほど話します。利用方法で若干分かり難い所も有りますがチャレンジしてみま

しょう。キャッシュレスは知らないうちに私たちの生活に入り込んでいます。会社員の給料は銀行に振

り込まれ、クレジットカードで買い物をし、定期券で電車に乗り、セブンイレブンのナナコ等プリペイ

カード（前払い式電子マネー）で買い物と、現金を持たなくても生活が可能です。最近テレビでペイペ

イ（PAY.PAY)を始め◎◎ペイが話題になって居ますが、これはスマホを用いた支払い方法の一つで、

これから主流になると思われます。御行会でスマホが無い人、スマホが無くても、キャッシュレス支払

いで国からポイントを頂く方法をお知らせしますのでチャレンジしてみて下さい。その手順です。先ず 

1、 対象の店かどうかの確認⇒対象の店には、「キャッシュレス還元制度を実施している旨を書いた

張り紙が有ります。スマホ。パソコンでその地域の該当店舗が分ります 

2、 支払い手段の確認⇒ポイント対象となる決済手段は「クレジットカード、デビットカード、電子

マネー、QRコードなど一般的な購買に繰り返し 利用できる電子的決済手段」とされています。

大手が提供している決済サービスはほとんどが対象になると思います、ＪＲ発行のスイカはパソ

コンなどで登録する必要があります。 

3、 ポイントの付与⇒支払いに利用したカードに後日自動的にポイントが付与されます 

4、 ペイペイなどスマホ利用のプリペイカードに興味のある方は是非チャレンジしてみて下さい。 

どの会社のプリペイカードがお勧めかは言及できませんが、スマホが有れば利用はそれほど難し

くは有りません。 

紙面の関係で詳しいことは書けませんでした。国の政策ですから市民センターで教えてくれると良いで

すね、5％の還元は大きいです、消費税 2％アップを取り戻せます期間が 6月迄と短いですが、何もし

なければ特典は得られません。本を買っても５％還元されます。  岩田 
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